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市、県民税 申
告
期
限
は
３
月
2
0日
ま
で

期
限
内
に
申
告
を

提
出
せ
ぬ
と
諸
控
除
が
フ
イ

昭
和
3
7年
度
個

人
市
県
民
税
申
告

書
の
提
出
時
期
が

近
づ
き
ま
し
た
。

今
年
度
は
特
に
地

方
税
法
の
一
部
改

正
が
行
わ
れ
、
申

告
書
が
複
雑
に
な

り
ま
し
た
の
で
市
税
務
課
で
は
次

の
日
程
に
よ
り
「
申
告
の
し
か
た

」
の
説
明
会
や
、
皆
さ
ん
の
部
落

に
職
は
を
派
遣
し
て
申
告
の
相
談

に
応
じ
た
り
、
申
告
書
の
と
り
ま

と
め
を
行
い
ま
す
か
ら
納
税
義
務

者
は
洩
れ
な
く
申
告
書
を
提
出
さ

れ
ま
す
よ
う
御
協
力
下
さ
い
。

も
し
、
申
告
書
を
捉
出
さ
れ
な
い

と
、
各
種
の
控
除
が
認
め
ら
れ
ず

納
税
義
務
者
に
と
っ
て
甚
だ
不
利

と
な
り
ま
す
か
ら
必
ず
申
告
し
て

下
さ
い
。

追
っ
て
指
短
日
に
申
告
出
来
な

い
方
は
、
市
税
務
課
職
員
不
在
に

よ
り
３
月
1
7日
よ
り
３
月
2
0日
ま

で
の
間
に
市
税
務
課
へ
御
足
労
下

さ
い
。

な
お
、
申
告
書
を
提
出
し
な
く

て
よ
い
人
は
次
の
人
た
ち
で
す
。

①
昭
和
3
6年
中
の
所
得
が
５
万

円
以
下
の
人

②
給
与
所
得
者
で
あ
っ
て
、
給

与
以
外
の
所
得
が
な
い
人
で

且
給
与
の
支
払
者
が
給
与
支

払
報
告
書
を
２
月
末
日
ま
で

に
提
出
し
て
い
る
場
合
で
医

療
費
控
除
、
雑
損
控
除
を
受

け
る
必
要
の
な
い
人

県
民
税
が

改
正
さ
れ
ま
す

県
民
税
、市
民
税
の
申
告
は

三
月
二
十
日
ま
で
に

△
今
年
か
ら
県
民
税
が
改
正
さ

れ
、
税
率
が
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
は
所
得
税
と
県
民
税
を

合
せ
た
税
負
担
を
減
税
し
た
う
え

で
、
所
得
税
の
一
部
を
さ
い
て
県

民
税
に
移
そ
う
と
い
う
も
の
で
す

県
民
税
の
税
率

課
税
さ
れ
る
所
得
が
一
五
〇

万
円
ま
で
の
金
額
　
　
二
％

課
税
さ
れ
る
所
得
が
一
五
〇

万
円
を
こ
え
る
金
額
　
四
％

△
こ
の
た
め
、
県
民
税
だ
け
を
み

る
と
高
く
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら

れ
ま
す
が
、
そ
の
実
所
得
税
と
県

民
税
を
一
肪
に
し
た
税
金
は
む
し

ろ
今
ま
で
よ
り
は
安
く
な
り
ま
す

△
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
事
業

専
従
者
控
除
、
雑
損
控
除
、
医
療

費
控
除
、
社
会
保
険
料
控
除
、
生

命
保
険
料
控
除
、
扶
養
控
除
は
、

う
け
よ
う
と
す
る
控
除
を
申
告
書

に
書
い
て
三
月
二
十
日
ま
で
に
市

役
所
へ
出
さ
な
い
と
、
こ
れ
ら
の

控
除
が
う
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

△
申
告
書
は
県
民
税
と
市
民
税
を

合
せ
て
一
枚
の
申
告
書
に
書
い
て

出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

△
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所

得
が
な
い
人
や
市
の
条
例
で
申
告

書
を
出
さ
な
く
て
も
よ
い
と
決
め

ら
れ
て
い
る
人
を
除
い
て
は
、
ど

な
た
も
三
月
二
十
日
ま
で
に
正
し

い
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
民
税
申
告
説
明
会
日
程
表

月
日

二
月
二
十

日

二
月
二
十
一
日

二
月
二
十
二
日

二
月
二
十
三
日

二
月
二
十
四
日

二
月
二
十
五
日

二
月
二
十
七
日

時
　
間

白
午
前
一
〇
時

至
　
　
一
二
時

自
午
後
二
時

至
午
後

四
時

自
午
前
一
〇
時

至
　
　

三
時

自
午
後
一
蒔

至
午
後

四
時

自
午
前
Ξ
時

至
　
　

Σ
時

自
午
後

こ
時

至
午
後

四
時

白
午
前
石
時

至
　
　

二
時

自
午
後

二
時

至
午
後

四
時

自
午
前
Ξ
時

至
　
　

匸一
時

自
午
後

二
時

至
午
後

四
時

自
午
前
ご
時

至
　
　

こ一
時

白
午
後

二
時

至
午
後

四
時

白
午
前
Ξ
時

至
　
　

Σ
時

場
　
　
所

俵
山
小
学
校

温
泉
開

山
小
根
公
会
堂

大
寧
寺

向
陽
小
学
校

板
持
公
会
堂

上
ノ
原
公
会

堂法
連
寺

仏
言
寺

白
方
作
業
場

青
海
島
小
学

校仙
崎
小
学
校

向
岸
寺

参

集

部

落

小
原
、
木
津
、
郷
、

黒
川
、
大
羽
山

湯
町
、
上
政
、
上
安

田
、
下
安
田
、
七
重

大
峠
、
貞
木
、

渋
木

三
ノ
瀬
、
湯
本
、

門
前

河
原
、
殿
台
、
小
河

内
、
大
河
内

板
持
全
区

境
川
、
西
深
川
全
区

江
良
、藤
中
、中
山
縁

ヶ
丘
．
正
明
市
全
区

湊
全
区
、
鉄
道
区

白
方
全
区

青
海
、
大
泊
、

大
日
比

仙
崎
全
区

通
全
区

市
民
税
申
告
書
受
付
日
程
表

月
　

日

一
月
二
十
四
日

二
月
二
十
六
日

二
月
二
十
七
日

二
月
二
十
八
日

三
月
一
日

三
月
二
日

三
月
三
日

三
月
四
日三

月

五
日

三
月
六
日

三
月
七
日

三
月
八
日

三
月
九
日

三
月
一
〇
日

三
月
二
日

三
月
一
二
日

三
月
一
三
日

三
月
一
四
日

三
月
一
五
日

三
月
一
六
日

Ξ
、呂
時
丿
一
六日
時

九

、
言

－

一

六
、
回

九

、
呂

一

一
六
、
呂

九

、
一一
乙

ｌ

一
六
、
呂

九

、
百

一

一
六

、
呂

九

、
言

一

一
六

、
呂

九

、
呂

１

一
六

、
呂

九

、
呂

一

一
六

、
呂

九

、
呂

一

一
六

、
呂

九
、
呂

１

一
六

、
呂

九

、
呂

一

一
六

、
呂

九

、
呂

こ

六

、
回

九
、
言

１

こ
（

、
こ
〔

九
、
言

下

一

六
、
网

九
、
言

－

一

六
、
〔
〕〔

九

、
呂

一

一

六
、〔
〕（
一

九
、
呂

一

一
六
、
网

九
、
呂

１

一

六
、
Ｒ

九
、
呂

一

一
六

、（
）〔

九
、
呂

一

一
六

、
只

九
、
呂

一

一

六
、
只 場

　
　
所

藤
田
区
長
宅

真
木
公
会
堂

山
小
根
公
会
堂

俵
山
川
の
湯

俵
山
支
所

俵
山
川
の
湯

俵
山
支
所

木
津
集
会
所

湯
本
温
泉
事
務
所

湯
本
温
泉
事
務
所

上
川
西
公
会
堂

板
持
公
会
堂

向
陽
小
学
校

上
ノ
原
公
会
堂

白
方
作
業
場

通
支
所

中
央
公
民
館
小
講
堂

中
央
公
民
館
小
講
堂

清
福
寺

西
本
区
長
宅

青
海
島
小
学
校

仙
崎
支
所

仙
崎
支
所

対
象
部
落
名

大
　
　
峠

真
　
　
木

渋
木
全
区
、山
小
根

坂
水

上
政
、上
安
田
、下
安
田
七
重

大
羽
山

湯
　
　
町

郷
、
黒
川

小
原
、
木
津

湯
本
、
三
ノ
瀬

門
前

上
川
西
、下
川
西

板
持
全
区

殿
台
小
河
内
大
河
内
河
原

上
ノ
原
後
ヶ
迫
開
作
境
川

白
方
全
区

通
一
区
ー
六
区

七
区
ー
十
一
区

十
二
区
ー
十
六
区

田
屋
、湊
一
、
二

三
、
東
、
鉄
道

湊
中
央
、正
明
市
全
区

江
良
、
藤
中
、
中
山
、
緑
ヶ
丘

上
郷
、
下
郷

青
海

大
日
比

大
　
泊

祇
園
、南
、
栄
、
本
、北
本

洲
崎
、
今
浦
、鍛
治
屋
、中
新

新
、
幸
、
旭
、
錦
、
鳥
越
、新
屋

敷
、新
開
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